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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を発生させて被検体内の所定部位に集束させる超音波照射手段と、
　前記被検体内に超音波を送信し、前記被検体内で反射されたエコー信号を取得すること
によって、前記被検体の前記所定部位を含む断層像を取得するための断層像取得手段と、
　前記断層像上の位置を指定する入力を行うための入力手段と、
　前記入力手段への入力に基づいて、マーカ像を生成するマーカ像生成手段と、
　前記断層像と前記マーカ像を重畳させて表示する表示手段と、
　前記断層像取得手段により取得された前記断層像の分解能が所定以下の領域を画質が悪
いと判定し、この画質が悪いと判定した領域に前記超音波照射手段による前記超音波を集
束させて照射しないように制御する制御手段と、
　を有することを特徴とする超音波照射装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、
　前記画質が悪いと判定される領域に、前記入力手段による位置の指定がされたときに、
当該指定を無視させるように制御することを特徴とする請求項１に記載の超音波照射装置
。
【請求項３】
　前記制御手段は、
　前記画質が悪いと判定される領域に、前記入力手段による位置の指定がされたときに、
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報知を行うように制御することを特徴とする請求項１に記載の超音波照射装置。
【請求項４】
　前記マーカ像生成手段は、
　前記画質が悪いと判定される領域に、前記入力手段による位置の指定がされたときと、
画質が良いと判定される領域に、前記入力手段による位置の指定がされたときとで、前記
マーカ像の輝度、色彩及び形状の少なくともいずれかを変化させて前記マーカ像を生成す
ることを特徴とする請求項１に記載の超音波照射装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、
　前記画質が悪いと判定される領域を示すための画像を前記断層像上に重畳させて表示さ
せることを特徴とする請求項１に記載の超音波照射装置。
【請求項６】
　前記超音波照射手段は、
　２次元アレイ状に配列された複数の超音波振動子を有し、
　前記超音波振動子のそれぞれに遅延を与えることによって前記超音波を任意の位置に集
束させることを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の超音波照射装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波を被検体内部の所定部位に集束させて治療を行う超音波照射装置に関
し、特に、超音波を集束させる位置を設定するために、被検体の断層像上に超音波照射の
態様を表すマーカ像を表示する超音波照射装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、癌治療としては外科的切除術が主な治療法であり、患者の肉体的及び精神的負担
は大きなものがあった。また、抗がん剤投与による薬物療法も発達してきたものの、その
副作用が大きな問題となっていた。
【０００３】
　そこで近年、最小侵襲治療（Minimary invasive treatment: MIT）と呼ばれる治療法が
注目されている。最小侵襲治療の一例としては、癌細胞を加熱し壊死に導くハイパーサー
ミア療法が挙げられる。これは、腫瘍組織と正常組織の熱感受性の違いを利用して、患部
を４２．５℃以上に加温・維持することで癌細胞を選択的に死滅させる治療法である。特
に、生体内深部の腫瘍に対しては、例えば特許文献１に記載されるように、深達度の高い
超音波エネルギーを利用する方法が考えられている。
【０００４】
　また、上記加温治療法を更に進めて、例えば特許文献２に示されるように、凹面形状の
ピエゾ素子により発生した超音波を患部に集束させて加熱し熱変性壊死させる治療法も考
えられている。上記治療法では、超音波のエネルギを集束させることにより、幅１～３ｍ
ｍ程度の限局した領域のみを６０℃以上に加温し、数秒以内で熱変性壊死に導くことが可
能である。この技術は、主に、肝腫瘍、乳腺腫瘍、脳腫瘍及び泌尿器科系の腫瘍への適応
が検討されている。
【０００５】
　さらに、最近では、固定焦点位置である使い難さを解消するため、複数個の超音波発生
素子、及び位相制御可能な駆動源を用いることにより、電子制御（フェーズドアレイ）に
より超音波焦点を形成したり位置を変更する技術や、例えば特許文献３に記載されるよう
に、焦点サイズを拡大しかつ焦点ピーク圧力を低下させることにより適切な焦点性状を得
る技術が考えられている。
【０００６】
　いずれの方式による超音波照射でも、特許文献４及び特許文献５などに記載されるよう
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に、照射対象を、Ｘ線ＣＴ装置、ＭＲＩ装置や超音波診断装置等のイメージング装置を用
いて照射対象を断層像上に表示させる。そして、照射超音波の集束位置を示すマーカーや
、超音波照射によって加温される領域を表す加温領域を示すマーカ等を照射対象上に重ね
合わせ表示することによりターゲティングを行い、正確に照準をあわせてから超音波を照
射するという過程を経る。これにより、照射効果の確実性を向上させるとともに安全性を
確保する。さらに、特許文献６に記載されるように照射効果が及ぶ領域をあらかじめ表示
することにより、安全性をより向上させた方法も提案されている。
【特許文献１】特開昭６１－１３９５５号公報
【特許文献２】米国特許第５１５０７１１号
【特許文献３】特開平０６－７８９３０号公報
【特許文献４】特開平０２－１１４９５３号公報
【特許文献５】特開平０３－２７５０５０号公報
【特許文献６】特開平０５－３００９１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記の特許文献４乃至６に記載される手法によれば、照射効果が及ぶ範
囲や焦点位置等のマーカーを照射対象上に重ね合せて表示し、対象と超音波焦点とのター
ゲティングの成否を確認した後超音波照射を行う手順となるが、一般的にＣＲＴ等の画像
表示装置は画面の隅においては画像が歪むため、モニタリング画面の端部でターゲティン
グしようとすると不正確となって照射効果の確実性や安全性を悪化させるとの欠点があっ
た。
【０００８】
　また、さらに、超音波診断装置やＭＲＩ等の画像診断装置を用いて照射対象の断層像を
得る場合では、超音波診断装置やＭＲＩ等の画像取得方法に起因する画像の不均一性が避
けられない。例えば、セクタ方式やコンベックス方式と呼ばれる扇型のスキャンを行う超
音波診断装置においては、生成された画像は深部にいくほど分解能が悪化する。また、電
子スキャンによる量子化誤差等の影響のため、生成された画像は両端にいくほど画質が低
下する。さらにＭＲＩにおいては磁場の不均一性により、ガントリの端部にいくほど画像
化した際の画質が低下する。したがって、ターゲティングを行おうとする場所によって、
ターゲティングが不正確となって照射効果の確実性や安全性を悪化させるとの欠点があっ
た。
【０００９】
　一方、従来は、断層像に関係なくある決まった輝度でマーカーを重ね合わせ表示しただ
けであったので、断層像の輝度によっては、断層像との区別が困難になったり、断層像を
見えにくくしている場合があり、ターゲティングが不正確となって照射効果の確実性や安
全性を悪化させるとの欠点があった。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために本発明の請求項１記載の発明の超音波照射装置は、超音波を
発生させて被検体内の所定部位に集束させる超音波照射手段と、前記被検体内に超音波を
送信し、前記被検体内で反射されたエコー信号を取得することによって、前記被検体の前
記所定部位を含む断層像を取得するための断層像取得手段と、前記断層像上の位置を指定
する入力を行うための入力手段と、前記入力手段への入力に基づいて、マーカ像を生成す
るマーカ像生成手段と、前記断層像と前記マーカ像を重畳させて表示する表示手段と、前
記断層像取得手段により取得された前記断層像の分解能が所定以下の領域を画質が悪いと
判定し、この画質が悪いと判定した領域に前記超音波照射手段による前記超音波を集束さ
せて照射しないように制御する制御手段と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
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　本発明によれば、断層像の画質の良悪に基づいて照射対象部位への超音波の照射を制御
するので安全に超音波照射を行うことができる。

【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態の一例につき、図面を参照して説明する。
【００１５】
　図１は本発明に係る超音波照射装置の第１の実施形態を示す構成図である。本実施形態
の超音波照射装置は、超音波アプリケータ１０、超音波照射制御手段２０、断層像取得手
段３０、制御手段４０、表示手段５０及び入力手段６０から構成される。
【００１６】
　超音波アプリケータ１０は、分割された複数個の振動子を２次元配列した超音波発生素
子群１１、超音波発生素子群１１と被検体ＯＢＪとのカップリングのためのカップリング
材１２、カップリング材１２を保持し被検体ＯＢＪとの直接の接触媒体となる膜１３及び
超音波発生素子群１１の中心孔に挿入配置された断層像用超音波プローブ１５から構成さ
れている。
【００１７】
　超音波発生素子群１１は、超音波照射制御手段２０から供給される電気エネルギにより
、指定された周波数領域の超音波を被検体ＯＢＪ内部に向けて照射する構造になっている
。さらに、カップリング材１２は、超音波が被検体ＯＢＪへ効率良く伝播していくための
ものであり、超音波発生素子群１１と被検体ＯＢＪとの音響インピーダンス整合を実現し
ている。加えて、カップリング材１２は、超音波発生素子群１１で発生した熱を遮断し、
被検体ＯＢＪへ伝えないようにするための断熱効果も併せ持っている。そこで、超音波発
生素子群１１で発生した熱を逃がす冷却手段１４を、超音波発生素子群１１の超音波放射
面と反対側、即ち超音波カップリング材１２に対して反対側の面に付加してある。
【００１８】
　また、断層像用超音波プローブ１５は、被検体ＯＢＪの断層像を取得するための超音波
を送受信するためのものであり、断層像用超音波プローブ１５に対する所定方向の断面に
対して、超音波を送受信する。ここで、断層像用超音波プローブ１５は超音波発生素子群
１１やカップリング材１２に対して回動可能に設けられてもよい、これにより、被検体Ｏ
ＢＪに超音波アプリケータ１０を固定したままでも、照射対象部位近傍を３次元的に把握
することが可能となる。
【００１９】
　なおここで、超音波発生素子群１１は、周方向に分割された複数個の超音波振動子をア
ニューラリング状に配列したものでもよいし、アレイ状に分割された複数個の超音波振動
子を２次元的に配列したものでもよい。以下前者の場合をアニューラリング、後者の場合
を２Ｄアレイという。
【００２０】
　超音波照射制御手段２０は、超音波発生素子群１１に供給する信号波形を増幅するため
の駆動素子群２１と、超音波発生素子群１１に供給する信号波形の位相を調整する位相制
御手段２２と、これらに入力する波形信号を発生させるための波形発生手段２３から構成
される。これらの駆動が制御手段４０のコントロール下で行われることにより、所望の波
形、強度、集束及び位置で超音波照射を行うことができる。
【００２１】
　ここで、超音波発生素子群１１がアニューラリングである場合は、位相制御手段２２の
位相調整により、超音波照射の焦点が被検体ＯＢＪの深さ方向に自在に移動可能となる。
また、超音波発生素子群１１が２Ｄアレイである場合は２次元的な位相調整が可能となる
ので、超音波照射の焦点が３次元的に自在に移動可能となる。
【００２２】
　また、断層像取得手段３０は、断層像用超音波プローブ１５に断層像用超音波を送波さ
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せるための信号を送信し、断層像用超音波プローブが受波した超音波による信号を取得す
ることにより、被検体ＯＢＪ内の超音波断層緒像画像を構築する。断層像取得用の超音波
はパルス波であり、遅延制御を施されることにより、断層像用超音波プローブ１５から被
検体内の所定方向に送信される。被検体内で反射した診断用超音波は、断層像用超音波プ
ローブ１５によって受信され、遅延処理を施されることによって、上述した所定方向の構
造物が画像化される。これを被検体内の所定面内で複数回繰り返すことによって、被検体
内が扇形にスキャンされ、被検体内の断層像が得られることとなる。
【００２３】
　一方、制御手段４０は装置全体を統括的に制御する。以下に、図２を用いて、本実施例
の特徴的な機能を中心に制御手段４０が有する機能を説明する。制御手段４０は、図２に
示されるように、画質設定機能４１、画質判定機能４２、集束位置設定機能４３、マーカ
像生成機能４４及び画像合成機能４５を有する。
【００２４】
　これらの機能について下記に具体的に説明する。まず、画質設定機能４１は、断層像取
得手段の各種パラメータを設定する。各種パラメータとは、具体的には走査線密度、スキ
ャン範囲、深さ範囲、及びスキャン方式、ゲインやフォーカス制御などである。操作者が
入力手段６０を操作することによって、その操作情報が画質設定機能４１に送信され、断
層像取得装置に各種の情報が与えられることによって、断層像の画質を様々に変化させる
ことができる。
【００２５】
　次に、画質判定機能４２は、画質設定機能４１によって設定された画質に関する各種パ
ラメータに基づき、断層像上の各部における画質を判定する。画質とは、分解能、表示輝
度及び色彩の他に、表示手段５０を構成するモニタ画面の構造に依存した画像のゆがみな
ども含まれる。画像のゆがみとは、モニタ画面が湾曲していることによるもので、表示手
段としてＣＲＴを用いた場合はモニタ端部に行くほど画像が見難くなり、観察者にはゆが
んだように認知される。
【００２６】
　また、画質判定機能４２は、断層像がモニタ画面上のどの位置で表示されるかを検知し
、画像のゆがみの情報を検知する。画像のゆがみの情報の表し方は、例えば画面全体に対
する画像の端から５パーセントを「ゆがむ」とし、それ以外を「ゆがまない」とするよう
な２段階の情報でもよいし、段階的に数値化するようなものでもよい。
【００２７】
　さらに、分解能に対しても「分解能良し」「分解能悪い」といった意味を表す２段階の
情報を得てもよいし、段階的に数値化するようなものでもよい。また、あらかじめ、深さ
１ｃｍ以内８ｃｍ以上に設定した場合は分解能を悪いとするようにしてもよい。
【００２８】
　ここで、画質判定機能４２は、上述の分解能の情報と画像のゆがみの情報を参照して、
断層像上の各部において、正確にターゲティングができるかどうかの判断を行う。判断の
基準は分解能及び、画像のゆがみの一方が「分解能悪い」又は「ゆがむ」を表す情報であ
った場合に正確なターゲティングができないと判断するようなものであってもよいし、双
方の段階的に数値化された情報を互いに足し合わせたり掛け合わせたりした値と所定値を
比較するなどして、総合的に判断されるものであってもよい。例えば、集束位置の位置合
わせに必要な精度をあらかじめ入力手段６０などを用いて設定させ、ターゲティングに必
要な精度が２ｍｍと設定されているとすれば、２ｍｍ以下の分別が不可能であると検知さ
れる場合に、正確にターゲティングができないと判定するなどとなる。
【００２９】
　また、この判断には、照射超音波の集束位置から算出される、照射超音波の集束の良悪
を加味してもよい。例えば、２Ｄアレイの場合において、超音波発生素子群の形成する面
の垂線から大きく外れた方向に超音波を集束すると、量子化誤差が大きくなり、集束がぼ
やけることとなる。また、アニューラリングの場合においても、集束位置が深くなるにつ
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れ、また極端に浅い場合には、照射超音波の集束はぼやけることとなる。さらに、集束の
大きさや照射時間があらかじめ設定される場合にはこれらの情報を加味してもよい。
【００３０】
　さらに、照射対象部位の周囲を配慮した判定を行っても良い。例えば重要な血管が照射
対象近傍を走っているときなどは、この血管への影響を排除する必要があり、ターゲティ
ングの精度がよりシビアに求められる。また、空部照射経路に空部がある場合などには、
音響インピーダンスが空部と質部で大きく異なるために、その界面で照射超音波が反射さ
れることにより大きなエネルギが吸収される。一方、照射対象が脳などであった場合には
重要な器官が周囲に多くあることが多いため、よりシビアな精度が求められる。さらに、
照射対象が乳房であった場合にはその外形を破壊しないことが求められるので、なるべく
必要最低限の領域への照射に留めることが求められる。
【００３１】
　したがって、入力手段６０を用いた入力により、これらの情報が与えられることにより
、上述したターゲティングに必要な精度を検知するようにしてもよい。この場合、例えば
、体内の血管や空部を入力手段６０を用い、断層像を参照しながらマーキングさせたり、
あらかじめ設定された「乳房」「頭部」などの照射対象を表す選択肢を入力手段６０を用
いて選択させ、その情報を集束位置設定機能４３の動作に反映させるなどしてもよい。
【００３２】
　次に、集束位置設定機能４３は、照射超音波を集束させる点であるターゲットを設定す
るための機能である。これは、操作者が入力手段６０を操作して、断層像の任意の位置を
指定し、その情報を集束位置設定機能４３が取得することによってなされる。操作者が決
定の入力を行うことにより、ターゲットの位置に関する情報が内蔵されるメモリに記憶さ
れる。照射開始の入力が行われると、この情報が、超音波発生素子１１の各素子の位相情
報として変換され、位相制御手段２２に送信されることにより、被検体内の任意の位置に
ターゲティング超音波を照射することができる。なお、この情報はアニューラリングの場
合は深さ方向のみの１次元に対応する情報でよいが、２Ｄアレイの場合には３次元方向に
対応する情報となる。
【００３３】
　ここで、集束位置設定機能４３は、画質判定機能４２の判定に基づき、入力手段に入力
されている正確なターゲティングが出来ない位置においてのターゲットの位置の指定を受
け付けないように制御する。その際は、ターゲティングが不正確であることを操作者に対
して報知するなどする。
【００３４】
　次に、マーカ像生成機能４４は、断層像に注意点を示すためのマーカ像を生成するため
の機能である。ここで、マーカ像とは、照射超音波が集束する領域を集束位置として示す
ためのマーカ、又は超音波照射による加温の影響が及ぼされる範囲を加温領域として示す
ためのマーカ、及び照射超音波が伝播していく経路を伝播経路として示すための直線や曲
線、断層像上に表示させるキャラクタ画像などを含むものとする。マーカ像生成機能４４
は、集束位置設定機能４３から、指定された断層像上の照射対象の位置を取得し、その位
置に応じたマーカ像を生成する。これが画像合成機能４５によって断層像と重畳された形
態に合成され表示手段５０に表示される。これにより操作者は、照射超音波のターゲット
の位置を、断層像を参照しながら確認することができる。
【００３５】
　また、マーカ像生成機能４４は、断層像上の、各種マーカ像を表示させる位置の色彩又
は輝度を、画質判定機能４２から取得する。マーカ像生成機能４４は、この情報を基に、
マーカ像が表示される領域の周囲の断層像と、色彩又は輝度が異なるようにマーカ像を生
成する。これは、上緒術した集束領域を示すマーカ、加温領域を示すマーカ、伝播経路を
示すマーカ又は、キャラクタ画像などのそれぞれに対して、単独に色彩や輝度などを設定
するようにしても良いし、マーカ像を構成する画素ごとに変化するようにしても良い。
【００３６】
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　また、マーカ像生成機能４４は、操作者によって指定されている位置が正確にターゲテ
ィングができる位置であるかどうかの情報を取得し、その情報を反映したマーカ像を生成
してもよい。正確にターゲティングができないと判断されているときには、マーカ像生成
機能４４はマーカ像を生成しないか、又は正確にターゲティングできないことを通知する
ように、通常時とその色彩、輝度、形状などの態様を変えたマーカ像を生成するようにし
てもよい。
【００３７】
　以下、本実施形態の動作の一例について、図３及び図４について説明する。まず、図３
を用いて、本実施形態に掛かる動作例の全体の概略について説明し、次に、図４を用いて
本発明の特徴をなす動作である、集束位置の設定の動作について詳細に説明する。
【００３８】
　図３において、まず、ステップＳ１００として、超音波アプリケータ１０を被検体ＯＢ
Ｊに当接させる。ここで、超音波アプリケータ１０と被検体ＯＢＪの間に気泡などがある
と、音響インピーダンスが整合しないため、超音波が体表近くで多く反射されてしまうた
め好ましくない。したがって、ゼリーなどを用いることにより、超音波アプリケータ１０
と被検体ＯＢＪの間の音響的整合性を良くしなければならない。ここで、一般的な超音波
照射装置における超音波アプリケータは、超音波診断装置の超音波プローブなどと比較す
ると、広い面を被検体に当接させなければならない。したがって、ゼリーをうまく挟んで
超音波アプリケータを当接させることは容易になされることではないため、何度も位置を
変えて超音波アプリケータを当接させるような作業はなるべく避けるべきである。被検体
ＯＢＪに超音波アプリケータ１０が当接されたと同時に、断層像取得用超音波プローブ１
５も被検体ＯＢＪに当接されることとなり、被検体ＯＢＪの断層像取得が可能となる。
【００３９】
　次に、ステップＳ２００において、入力手段６０を用いて断層像取得のための各種パラ
メータを設定する。ステップＳ３００として、設定されたパラメータに基づき、画質設定
機能４１が断層像取得手段３０を制御し、断層像が取得される。これは、一般的な超音波
診断装置における動作と同様のものであり、操作者は実際に得られた断層像を参照しなが
ら照射対象がはっきりと描出されるように調整を行う。また、診断用超音波プローブ１５
を回動させるなどして、照射対象がはっきりと描出されるように調整を行う。
【００４０】
　照射対象がはっきりと描出されたら、ステップＳ４００として、入力装置６０を用いて
照射超音波の集束位置を決定する。この動作については、後に詳細に説明する。その後、
ステップＳ５００において、照射開始の入力を行うことにより、照射対象に超音波が照射
されることとなる。
【００４１】
　次にステップＳ４００の集束位置の決定のための動作について、図４を用いて詳細に説
明する。まず、ステップＳ４０１において、操作者が、入力手段６０を用いて、集束位置
の設定を開始するための入力を行う。この入力により、集束位置設定機能４３が起動し、
集束位置設定機能４３の制御下で集束位置の決定がなされる。
【００４２】
　ステップＳ４０２において、操作者が、入力手段６０を用いて、照射対象の位置を断層
像上に指定する入力などを行う。指定の仕方は、マウス、ライトペンやトラックボールで
指示したり、画面上を指でなぞったり、長さや座標等の数値を記入して位置や領域を指定
したりして指定する。また、画面上から照射対象が周辺と区別できる場合には、輪郭自動
検出を用いて照射領域を決定しても良い。その際、自動検出した輪郭を手動で補正する機
能や、照射対象に対してあらかじめマージンを設定しておき、自動検出領域にマージン分
を含んだ領域をプラスして照射対象領域となるように自動もしくは手動で設定するように
しても良い。このようにすれば、操作者の判断頼らずとも適切な設定が可能となるので、
簡便である点で好ましい。さらに、このステップＳ４０２において、照射超音波の集束幅
、超音波強度、照射時間が設定されるようにしてもよい。



(8) JP 4782407 B2 2011.9.28

10

20

30

40

50

【００４３】
　そして、ステップＳ４０３において、集束位置設定機能４３が現在指定されている位置
の断層像の画質を取得する。集束位置設定機能４３はステップＳ４０２における入力に従
い、指定された断層像上の位置を取得する。
【００４４】
　ステップＳ４０４では、画質判定機能４２が断層像の画質を判定する。画質判定機能４
２は画質設定機能４１が取得した画質パラメータ、集束位置設定機能４３が取得した指定
位置、及び、あらかじめ内蔵されるメモリに記憶される表示手段を構成するモニタのゆが
みと表示位置の関係を基に、操作者が指定した位置における、断層像の画質から、正確な
ターゲティングが可能であるか否かを判定し、集束位置設定機能４３にその旨の情報を送
信する。ステップＳ４０５において、この判定に基づいた判断を行い、ターゲティング不
可能である場合には、ステップＳ４０６において、ターゲティング不可能であることが操
作者に通知され、ステップＳ４０２に戻って、操作者が位置の設定をやり直すこととなる
。
【００４５】
　ターゲティング可能であると判断された場合には、ステップＳ４０７において、マーカ
像生成機能４４が、マーカ像を配置するべき断層像の周辺の画質に応じた輝度のマーカ像
を生成する。
【００４６】
　マーカ像生成機能４４は、集束位置設定機能４３から得られた指定位置の位置の情報と
、画質設定機能４１から得られた断層像の画質の情報を基に、マーカ像を配置するべき断
層像の周辺の画質を取得する。この情報を用いて、マーカ像を断層像に重畳したときに、
断層像とマーカ像がはっきり識別できるように、色彩、輝度などを調節する。
【００４７】
　マーカ像が生成されると、ステップＳ４０８において、画像合成機能４５がマーカ像と
断層像を合成し、表示手段５０に表示されることとなる。操作者は表示手段５０に表示さ
れた断層像及びマーカ像を目視し、断層像に表される照射対象部位とマーカ像として表さ
れる集束領域や加温領域集束位置の位置関係などから、照射超音波の集束位置が指定され
た場所でよいかを確認する。
【００４８】
　指定された場所でよい場合は、ステップＳ４０９において、入力手段６０を用いて集束
位置決定の入力を行い、ステップＳ４１０において、指定された位置や照射時間、集束の
程度が内蔵されるメモリに記憶される。加温領域が照射対象部位の他の重要部位に悪影響
を及ぼすと恐れがあると思われる場合などには、ステップＳ４０２に戻り、再度の調整を
行うこととなる。
【００４９】
　ここで、本実施例ではステップＳ４０５において、判断を行っているため、ターゲティ
ングが可能でない場合は、マーカ像を生成せず再度の位置調節を行うこととなっているが
、これに限られず、ステップＳ４０５をとばして、ターゲティングが不可能な場合は、そ
の旨を報知させるマーカ像を生成し、表示するようにしてもよい。この場合でもステップ
Ｓ４０９の判断により位置の指定をやり直すことが可能である。
【００５０】
　次に、図５を用いて、画質判定機能４２の行う画質の判定について詳細に説明する。表
示手段５０においては、モニタ画面５１上に図５のように断層像５２が表示される。断層
像５２は、断層像用超音波プローブ１５による扇形の走査によって取得されるので、その
走査の態様を断層像５２中に模式的に表すと、走査線５３のように表すことができる。
【００５１】
　ここで、上述したように、超音波照射においては、正常な組織を傷つけないため、照射
対象部位を正確に加熱することが重要であり、集束位置はできるだけ、正確に照射対象と
重なるように設定しなければならない。したがって、例えばターゲティングの精度が１ｍ
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ｍ単位で要求される場合に、集束位置決定の案内となる断層像の分解能が２ｍｍだったの
では必要な精度でのターゲティングは不可能である。画質判定機能４２は、このような事
情から断層像の画質などの判定を行う。
【００５２】
　もし、操作者の入力手段６０へのによって集束位置設定機能４３が受信する断層像上の
位置が図のＡで示されるような非常に浅い点だった場合には、断層像用超音波プローブ１
５からの超音波が一様とならず、サイドローブによるアーチファクトがあらわれることも
多い。したがって、図のＡのような位置では、正確なターゲティングが難しいため、この
ような領域では、画質判定機能４２は正確なターゲティングが出来ない旨の判定を行う。
【００５３】
　また、図のＢで示されるような、横にはずれた点は、断層像用超音波プローブ１５の振
動子に大きく遅延をかけて断層像用の送信超音波のビームをふったときの画像化領域であ
る。したがって、操作者の入力手段６０へのによって集束位置設定機能４３が受信する断
層像上の位置が、図のＢで示されるような点であった場合は、超音波プローブ１５の各振
動子の大きさに依存する量子化誤差が大きくなり、断層像の画質は中央部に比べてやや劣
るものとなる。この事情は、照射超音波の送信においても同じであり、照射領域が端部で
あるほど照射の集束がぼやけることとなる。したがって、図のＢのような位置では、正確
なターゲティングが難しいため、このような領域でも、画質判定機能４２は正確なターゲ
ティングが出来ない旨の判定を行う。
【００５４】
　さらに、操作者の入力手段６０へのによって集束位置設定機能４３が受信する断層像上
の位置が図のＣでしめされるような、下端の点であった場合について説明する。断層像取
得用の超音波は、扇形に広がって送受信される。つまり、図５に示される走査線５３に沿
った超音波送受信を画像化する。したがって、扇形の中心から外れるにしたがって、単位
面積あたりの情報量は減り、分解能が悪くなる。また、モニタ画面５１が曲面をなすＣＲ
Ｔなどであった場合には、図に示される点Ｃのようなモニタ画面５１の端部においてはモ
ニタ画面５１の湾曲によって断層像５２及びマーカ像が見難くなる。したがって、図のＣ
のような位置では、正確なターゲティングが難しいため、このような領域でも、画質判定
機能４２は正確なターゲティングが出来ない旨の判定を行う。
【００５５】
　つまり図に示される集束位置指定可能領域５４のような位置で、正確なターゲティング
が可能となる。なお、この集束位置指定可能領域５４は実際に断層像５２上に重畳させて
表示させるようにしてもよい。このようにすれば、操作者が入力手段６０に入力を行わず
とも、正確なターゲティングができる領域が把握できるようになるため、簡便に正確なタ
ーゲティングを行うことができる点で好ましい。
【００５６】
　また、本実施形態においては、断層像取得手段は超音波の送受波によるものであったが
、これに限られない。例えば、ＭＲＩ装置、Ｘ線診断装置や、ＣＴ装置などであってもよ
い。これらの場合も、それぞれの断層像取得手段の特性に応じた、分解能などの画質情報
によって断層像の画質の判定を行う。
【００５７】
　次に、図６を用いて、マーカ像生成機能４４の生成するマーカ像について詳しく説明す
る。現在用いられている医用断層像はほとんどその輝度の濃淡で形態を示すものである。
したがって、マーカ像を常に一定の輝度で生成した場合、マーカ像が表示される近傍の領
域の輝度が近いと非常に見難くくなってしまう。一例として図６のような断層像が得られ
た場合を考える。図６の例では大半の低輝度な領域の中に、照射対象領域のαと高輝度領
域のβが映し出されている。このような断層像の照射対象領域に集束位置を指定すると、
図のような位置に、加温領域を示すマーカ５５や、照射超音波伝播経路を示すマーカ５６
が表示される。しかし、一定の輝度で表現したのではその視認性が悪い可能性があるため
、断層像の輝度にあわせてそれぞれのマーカ像の輝度が調節される。図６の例では、断層
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像の輝度の高い領域βの近傍においては、マーカ像が低輝度になるように、輝度の低い領
域の近傍ではマーカ像が高輝度になるように生成する。これによって、断層像に重畳され
たマーカ像の認識が容易となるため、簡便に正確なターゲティングを行うことができる。
【００５８】
　この他にも、マーカ像が表示される位置の断層像の輝度を、例えば、１００倍又は１０
０分の１にするなど、定数倍の輝度を与えてマーカ像を生成してもよい。このようにすれ
ば、断層像にとマーカ像は、その輝度の差により輪郭強調され、マーカ像の認識が容易と
なる点で好ましい。
【００５９】
　また、加温領域や集束領域を示すマーカは一体として輝度調節を行ってもよい。この場
合、加温領域や集束領域を示すマーカ像にカバーされる領域の断層像の輝度の平均や最大
値をとって、これに定数倍を掛けることによって、マーカ像の輝度情報とする。このよう
にすれば、断層像の表示態様に左右されないでマーカ像の形態を把握することができる。
【００６０】
　さらに、操作者が入力手段６０を用いることによって、マーカ像の輝度を調節できても
よい。この場合は、加温領域を示すマーカ像や照射超音波伝播領域を示すマーカ像はそれ
ぞれ単独に調節できるものとし、操作者が見やすいように輝度の調節を行うことができる
ので、操作者の個性に応じて見やすいようにマーカ像の輝度を調節できる。
【００６１】
　また、照射対象部位への加温が進むに連れて、加温領域は除々に高輝度になってゆく。
したがって、あらかじめ加温時間による輝度変位のテーブルを記憶することなどにより、
加温される時間に従って、マーカ像の輝度が調節されるようにしてもよい。このようにす
れば、超音波照射によって照射中に断層像が変質しても、マーカ像が見難くなる事がなう
点で好ましい。
【００６２】
　さらに、マーカ像生成機能４４は背景となる断層像に応じ、輝度のみでなくその色彩を
調節したマーカ像を生成してもよい。マーカ像生成機能４４は、断層像が白黒の輝度情報
からのみなるときは、単純に赤や青の色彩を与えればよいが、断層像が、カラードプラの
ようにカラー情報を含むときは、上述した輝度の場合と同じように、背景となる断層像の
各点の色彩に応じてマーカ像の色彩を調節する。このようにすれば、断層像がカラーであ
った場合でも、その表示態様に応じて視認性の良いマーカ像を表示できる点で好ましい。
【００６３】
　ここで、集束領域を表すマーカ像、加温領域を表すマーカ像、照射超音波の伝播経路を
表すマーカ像などの、マーカ像の構成のそれぞれについて、表示輝度や色彩が独立に変化
させても良い。たとえば、集束領域を表すマーカ像のみ断層像の態様の変化に従った表示
とし、あとは一定の輝度や色彩で表示させるようにしても良い。この場合、マーカ像生成
機能４４の制御が簡便になる点で好ましい。
【００６４】
　さらに、マーカ像生成機能４４は画質判定機能４２の判定に基づき、指定された位置の
ターゲティングの正確性を反映させて、その輝度、色彩、形状などを変化させてもよい。
指定された位置が正確にターゲティングできない位置であった場合には、マーカ像を赤で
表示したり、マーカ像の形状を「○」形状から「×」形状にしたり、輝度を高い輝度から
低く表示したりすることにより、正確なターゲティングが出来ないことを操作者に報知す
ることが可能である。

【００６５】
　以上説明したように、本実施例によれば、超音波照射のターゲティングが正確であり、
安全に超音波照射を行うことのできる超音波照射装置を提供できる。
【００６６】
　本実施例によれば、照射対象領域の案内となる断層像の画質や、表示されるモニタ画面
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などのゆがみ、また、照射超音波の照射条件や、被検体の照射対象部位近辺の情報により
、指定された位置に対して、正確なターゲティングが行えるかどうかの判定を行う。さら
に、本実施形態では操作者に対して、その判定結果を報知したり、その判定結果に基づき
正確なターゲティングが出来ない位置には集束位置を設定できないように制御したりする
ので、不正確なターゲティングに基づいて超音波照射を行うことがない。したがって、本
実施例によれば、超音波照射のターゲティングが正確であり、安全に超音波照射を行うこ
とのできる超音波照射装置を提供できる。
【００６７】
　また、本実施例によれば、照射対象の案内となる断層像の輝度や色彩に応じて、生成す
るマーカ像の輝度や色彩を調節する。このことにより、マーカ像は、マーカ像周辺に表示
される断層像の輝度や色彩と異なる輝度や色彩で表示される。したがって、断層像上のマ
ーカ像の位置の把握が容易となり、照射対象領域や加熱を避けるべき領域と、照射される
超音波の集束位置や伝播経路の位置関係を把握することが容易となり、適切な伝播経路を
通って所望する位置で集束するように超音波を照射することができる。したがって、本実
施例によれば、超音波照射のターゲティングが正確であり、安全に超音波照射を行うこと
のできる超音波照射装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明の一例を示す実施形態における装置の構成を示すためのブロック図。
【図２】図１の実施形態における制御手段の機能構成を示すためのブロック図。
【図３】図１の実施形態における装置の動作の概要を示すためのフロチャート。
【図４】図３における集束位置の決定のための動作を示すためのフローチャート。
【図５】図１の実施形態における、画質の判定方法を示すための図。
【図６】図１の実施形態における、マーカ像の表示例を示すための図
【符号の説明】
【００６９】
１０　超音波アプリケータ
１１　超音波発生素子群
１２　カップリング材
１３　膜
１４　冷却手段
１５　断層像用超音波プローブ
２０　超音波照射手段
２１　駆動素子群
２２　位相制御手段
２３　波形発生手段
３０　断層像取得手段
４０　制御手段
４１　画像設定機能
４２　画質判定機能
４３　集束位置設定機能
４４　マーカ像生成機能
４５　画像合成機能
５０　表示手段
５１　モニタ画面
５２　断層像
５３　走査線
５４　集束位置指定可能領域
５５　加温領域を示すマーカ
５６　照射超音波伝播経路を示すマーカ
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